同志社大学浅野健一ゼミ（２回）主催　公開シンポジウム


置き去りにされがちな被害者・遺族を本当の意味で救済するには何が必要か。

裁判員制度が施行された今、「Ocean－被害者と加害者の出会いを考える会」代表の原田正治さんと共に、「人が人を罰する」意味について改めて考えたい。
基調講演：原田正治氏（Ocean代表）

パネリスト：藤岡淳子・大阪大学教授（元多摩少年院教育調査官）　

トシ・カザマ氏(米国在住カメラマン、MVFHR理事)

浅野健一・同志社大学教授(元共同通信記者)
日時：６月１８日（木）１８：３０～２１：００

場所：同志社大学今出川校地新町校舎
臨光館３０２番教室
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【原田正治さんプロフィール】

1947年、愛知県生まれ。1983年、弟を「半田保険金殺人事件」で亡くす。10年後、死刑囚との面会を果す。3度面会するが、以後拘置所は面会拒否。死刑囚は2001年12月27日に死刑を執行された。
現在は、被害者の救済支援および確定死刑囚との面会の自由を求め、講演活動などを行う。

著書に『弟を殺した彼と、僕』（ポプラ社）
【問い合わせ先】同志社大学社会学部メディア学科浅野研究室

電話：０７５－２５１－３４５７、ファクス：０７５－２５１－３０６６（学部共用）
メール：asanokenichi@nifty.com
（１）「被害者と加害者の出会い」と裁判員
１９８３年に発生した「半田保険金殺人事件」により弟を亡くした原田正治さん。それから１０年後、弟を殺害した死刑囚と異例の面会を果たす。そこで原田さんは、謝罪と「これで私はいつでも喜んで死ねます」との言葉を受け取った。次第に「死んでほしくない」という気持ちが芽生え、「死刑執行を猶予してほしい」と訴えたが、その声が聞き入れられることなく、「被害者感情」の名の下に２００１年１２月２７日に死刑が執行された。

「被害者感情」とは何であろうか。死刑猶予の声を聞き入れず、それを執行することは、「被害者感情」を無視しているのではないか。「被害者感情」とは決して単純なものではない。死刑を執行されてもされなくても、苦しみは癒えることがない。

　５月２１日に裁判員制度が施行された今、私たちは裁判員に選任され、死刑の評決に加わる可能性がある。シンポジウムでは、「被害者と加害者の出会い」の意味を考えながら、死刑囚との面会など広い意味での死刑制度や裁判員制度に潜む問題点を考えたい。
（２）「Ocean－被害者と加害者の出会いを考える会」
原田正治さんは現在、「Ocean－被害者と加害者の出会いを考える会」代表を務めている。２００７年６月に設立された「Ocean」は、２００４年１２月に米国で設立された「人権のための殺人被害者遺族の会（MURDER VICTIMS' FAMILIES FOR HUMAN RIGHTS (MVFHR)」のアフィリエイト団体である（ゲストのトシ・カザマ氏は、MVFHR理事）。「Ocean」設立のきっかけが、原田さんとMVFHRのレニー・クッシングさんとの出会いだった。「海からさまざまな生命が生みだされてきたことから、多様なアイディアが生まれることを期待して命名」された「Ocean」は、その「設立の思い」を次のように述べる。
《残念ながら私たちの社会は痛ましい事件が絶えません。

事件の数だけ被害者と加害者がいます、被害者の方々や遺族の方々の明日をおもんばかると「被」と「加」の相反関係だけでなく新たな基軸を思考することが必要だとoceanは考えるのです。また犯罪被害者基本法のさらなる充実や多様な支援も考えなければいけません。

一方、加害者側の償い方の多様性や真の償いには何が必要なのかも考えて行きたいのです。専門家の意見を聞きながら、意見交換や講演会の開催などを行い、犯罪被害者やその家族のみならず、加害者やその家族、そしてこの問題に関心のある人びとと共に考えて行きたいのです。》（Ocean のホームページ　http://www.ocean-ocean.jp/）
　「Ocean」は、２００９年５月１２日に法務省に対して「法定刑に死刑を含む事件」についての裁判員制度実施を見合わせる内容の要望書を提出した。「要望理由」として、「法廷が復讐の場となる」危険性、厳罰化の可能性、被害者やその遺族の補償を充実する必要性などの三点を挙げた。
「Ocean－被害者と加害者の出会いを考える会」事務局　

アムネスティ・インターナショナル日本事務局内
〒101-0054　東京都千代田区神田錦町2-2共同ビル４F　
電話：03-3518-6777　FAX：03-3518-6778　HP : http://www.ocean-ocean.jp/






